
【お申し込み・お問い合わせ先】
長崎市企画財政部市民協働推進室
〒850-0022長崎市馬町21-1
電話095-829-1125 ＦＡＸ095-829-2925
E-mail shiminryoku@city.nagasaki.lg.jp

市民活動団体等の発想を活かした事業企

画の提案を募集し、市民活動団体等と長崎

市が『協働』して、地域の多様な課題の解

決に取り組もうとする制度です。

きめ細やかなサービスの提供により、市

民満足度を高めること、また、協働という

システムを広く周知し、幅広い協働の実践

につなげることを目的としています。

長崎市提案型協働事業において、平

成30年度に提案された事業の２次審

査会と、平成29年度に採択され、平

成30年度に実施している事業の中間

報告会を公開プレゼンテーションで

開催します。

提案型協働事業や市民活動団体等と

長崎市との「協働」に関心のあるか

たは、ぜひご参加ください。



（１）事前相談 【平成30年７月６日(金) 17：00まで】

（２）応募の受付 【平成30年７月26日(木) 17：00まで】

（３）１次審査 【平成30年８月19日(日) 長崎県勤労福祉会館3階大会議室 13：30～】

（４）事業調整会議 【８～９月】

１次審査を通過した事業企画は、長崎市（担当課）との協議・調整を行い、調整の結果、内容に変更
がある場合は、書類（第１号様式～第３号様式）を修正することとなります。

（５）２次審査 【平成30年9月29日(土)男女共同参画推進センターアマランス 13：00～】

一般公開の審査会にて、市民活動団体等と長崎市（担当課）が合同でプレゼンテーションを行い、審
査員が審査します。採択された場合は、平成31年度実施事業として内定となります。

（６）協働事業の実施決定【平成31年３月末】

事業の実施については、市議会に提出される予算案の審議・議決を経て、正式に決定されることにな
ります。

（７）事業の実施 【平成31年４月～平成32年３月】

市民活動団体等と長崎市が役割分担を決めた協定書を締結し、その協定書に基づき事業を実施します。

13：00 ～ 開会

13：05 ～ 提案団体のプレゼンテーション（発表10分、質疑応答15分）

----------中間報告----------

13：05 ～ ・アスレティックトレーナー長崎県協議会 ＆ 健康教育課

・ＭＯＤＡＬ（モーダル） ＆ 観光推進課

----------２次審査----------

・DEJIMA BASE ＆ 出島復元整備室

・Moshyw（もうセクハラを許さない女たちの会・ながさき）

＆ 学校教育課

・とらねこ文庫 ＆ 市立図書館

・NPO法人ながさきエコネット ＆ 農林振興課

16：10 閉会

モッシュ


